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�

人
事
課
長　

理
由
と
し
て
は
、
基

幹
系
シ
ス
テ
ム
の
入
れ
替
え
に
伴

う
事
務
の
増
加
が
あ
る
。
ま
た
、
ふ
る

さ
と
納
税
が
当
初
の
予
定
を
大
幅
に
上

回
っ
た
こ
と
で
の
処
理
業
務
の
増
加
も

あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
総
合
計
画
策
定
業
務
や

当
初
予
算
編
成
業
務
、
生
活
保
護
の
増

加
に
伴
う
業
務
の
増
加
等
、
様
々
な
理

由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

��

事
業
委
託
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
職
員
配
置
は
。

�

福
祉
政
策
課
長　

補
正
予
算
の
議

決
後
に
鶴
ヶ
島
市
社
会
福
祉
協
議

会
と
業
務
の
委
託
契
約
を
結
ぶ
予
定
で

あ
る
。
相
談
支
援
員
２
人
、
就
労
支
援

員
１
人
、
家
計
支
援
計
画
の
策
定
や
そ

れ
に
基
づ
い
た
各
種
支
援
機
関
と
の
連

絡
調
整
を
行
う
家
計
相
談
支
援
員
１
人

の
計
４
人
の
職
員
配
置
で
、
４
月
１
日

か
ら
の
業
務
開
始
を
予
定
し
て
い
る
。

�

　

�
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

�

特
定
健
康
診
査
の
受
診
者
が
増
加

し
た
理
由
は
。

�

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長　

未
受
診
者

へ
の
個
別
の
勧
奨
通
知
の
送
付
や
、

「
つ
る
ゴ
ン
ハ
ン
ド
タ
オ
ル
」
を
進
呈

す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
こ
と
が

理
由
と
考
え
て
い
る
。

Ａ
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

ＱＡ
特　

別　

会　

計
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�
後
期
高
齢
者
人
間
ド
ッ
ク
等
助
成
事
業

�

本
市
の
補
助
金
の
金
額
と
近
隣
市

と
の
金
額
の
比
較
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

人
間
ド
ッ
ク
ま

た
は
脳
ド
ッ
ク
の
検
査
料
に
つ
い

て
、
上
限
を
２
万
円
に
補
助
を
行
っ
て

い
る
。
金
額
は
市
に
よ
り
異
な
る
が
、

坂
戸
市
と
は
、
医
師
会
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
か
ら
同
額
で
あ
る
。

�
が
ん
予
防
対
策
事
業

�

が
ん
検
診
の
受
診
者
を
増
や
す
た

め
の
方
策
は
。

�

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長　

自
己
負
担

金
の
減
免
、
特
定
の
年
齢
の
方
へ

無
料
が
ん
検
診
の
案
内
送
付
、
特
定
健

康
診
査
等
と
の
同
時
受
診
を
可
能
と
す

る
こ
と
、
集
団
検
診
と
個
別
検
診
の
選

択
制
な
ど
、
様
々
な
策
を
講
じ
て
い
る
。

ま
た
、
検
診
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
時
期

の
偏
り
が
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

�
人
件
費
・
職
員
数

�

当
初
の
予
定
よ
り
職
員
の
残
業
時

間
が
増
え
た
理
由
は
。

ＱＡＱＡＱ

�

鶴
ヶ
島
市
企
業
立
地
に
よ
る
雇
用
等
の

促
進
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

企
業
立
地
の
促
進
、
市
民
の
雇
用
機

会
の
拡
大
及
び
定
住
の
促
進
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

�

農
業
大
学
校
跡
地
だ
け
で
な
く
市

内
全
域
を
条
例
の
対
象
と
し
た
理

由
は
。

�

企
業
立
地
推
進
室
長　

安
定
的
に

継
続
し
た
雇
用
機
会
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
企
業
立
地
促
進
と
広
く
定
住

の
促
進
を
図
る
た
め
で
あ
る
。

�

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
逆
木
荘
」
の

指
定
管
理
者
の
指
定
を
す
る
も
の
で
あ

る
。

�

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
経
営

状
況
は
ど
う
か
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

本
年
度
末
の

決
算
見
込
み
で
は
、
プ
ラ
ス
・
マ

イ
ナ
ス
収
支
ゼ
ロ
に
な
る
見
込
み
と
聞

い
て
い
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る

出
産
育
児
一
時
金
の
額
を
引
き
上
げ
る

も
の
で
あ
る
。

�

出
産
育
児
一
時
金
の
額
を
引
き
上

げ
る
理
由
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

産
科
医
療
制
度

の
見
直
し
に
合
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
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セ
ン
タ
ー
を
合
わ
せ
て
１
５
６
８
件
の

相
談
が
あ
っ
た
。

�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
増
設

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

権
利
の
擁
護

の
よ
う
な
非
常
に
重
い
相
談
も
増

え
て
い
る
。
今
後
、
生
活
圏
域
の
見
直

し
も
含
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
増
設
を
検
討
し
て
い
く
。

�

鶴
ヶ
島
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
制
定
等

に
伴
い
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

非
常
災
害
時
の
訓
練
回
数
は
、
何

回
必
要
か
。

�

こ
ど
も
支
援
課
主
席
主
幹　

非
常

災
害
時
の
訓
練
は
、
消
防
防
災
訓

練
、
不
審
者
訓
練
等
も
含
め
て
月
１
回

程
度
を
想
定
し
て
い
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
及
び
介

護
納
付
金
課
税
額
の
賦
課
限
度
額
の
引

き
上
げ
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
た
賦
課
限

度
額
の
引
き
上
げ
の
理
由
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

高
所
得
者
に
よ

り
多
く
の
負
担
を
求
め
、
中
間
所

得
者
層
に
配
慮
し
た
保
険
税
の
設
定
が

可
能
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

ＱＡ議案第５８号ＱＡ議案第５９号ＱＡ

　

平
成　

年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算

２６

（
第
５
号
）
と
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
が
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

�

　

��

つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
今
後

の
運
行
見
直
し
は
。

�

総
務
人
権
推
進
課
長　

現
有
の
つ

る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
台
数
で

ど
こ
ま
で
運
行
本
数
の
見
直
し
が
で
き

る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
台
数

を
増
や
す
の
で
あ
れ
ば
、
財
政
面
も
含

め
て
検
討
を
し
た
い
。

�

初
め
て
利
用
す
る
人
で
も
分
か
り

や
す
い
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い

る
か
。

�

総
務
人
権
推
進
課
長　

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
、
時
刻
表
の
掲
載
だ
け

で
な
く
、
乗
り
換
え
を
案
内
す
る
外
部

検
索
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
も
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
自
分
が
乗
る
路
線
の
時
刻

表
を
作
成
す
る
マ
イ
時
刻
表
と
い
っ
た

サ
ー
ビ
ス
も
行
っ
て
い
る
。

一　

般　

会　

計

市
内
公
共
交
通
運
行
事
業
（
つ

る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
）
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